
2019年10月1日

時間
項目

¥1,100 ¥2,200 ¥2,640

¥440 ¥660 ¥880

¥880 ¥1,540 ¥1,760

徴収額 平日 土日祝
無料 1.5 1.8

備品使用料は裏面

旧和歌山県議会議事堂　案内図

¥4,400

　冷暖房使用料

議員休憩室使用料 ¥4,400 ¥7,700 ¥8,800

¥11,000議場使用料

旧和歌山県議会議事堂　使用料金

3000円超え

¥13,200

2.2

　冷暖房使用料

接見室
傍聴人控所
喫茶室　　使用料
議員応接室
書記室

令和元年10月1日以降、消費税増税により使用料金は下記にようになります。

1000円超え
3000円以下 2.0

500円超え
1000円以下

¥2,200 ¥3,300

　冷暖房使用料

～割増分倍率～
入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び商業宣伝若しくは
営業又はこれらに類する目的をもって無料で入場させる場合必要

500円以下 1.7

※旧和歌山県議会議事堂管理条例に基づき作成

¥5,500

2.3 2.8

９時～１２時 １２時～１７時 １７時～２１時

1.8

2.4

2.0

議場

接見室

傍聴人

控所

喫茶室

議員

応接室

書記室

議員

休憩室

１階

２階


